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所管委員会 健康福祉常任委員会 

関係案件 議案第 115 号 

所管課 こども家庭支援課 

 

 

長浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

１．改正の趣旨・理由 

  児童福祉法の一部改正により地域限定保育士制度が一般制度化されたことを受け、

本市が参考とする国の基準「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平

成 26 年厚生労働省令第 63 号）」が改正されたことから、当該改正内容に準じて条例の

一部を改正するほか、その他所要の改正を行います。 

 

２．主な改正内容 

  地域限定保育士資格を有する者を放課後児童支援員として任用できるよう改正 

 

３．施行期日 

  公布の日 

 

４．新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

５．参考 

地域限定保育士制度は、保育士不足解消等を目的として、国家戦略特別区域法に基づ

く特例措置として創設されたもので、児童福祉法の改正により一般制度化されました。 

都道府県又は政令指定都市が実施する試験に合格したのち登録され、地域限定で保育

士と同様に業務を行うことが可能です。登録後３年を経過した者のうち、一定の勤務経

験がある者は、申請により全国で働くことができる通常の保育士の登録を受けることが

できます。 

  なお、滋賀県においては、国への試験実施の認定手続きやシステム改修に時間を要

し、想定していたスケジュールの変更が必要であることから、令和７年度の試験の導入

は見送られています。 
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長浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

 

新旧対照表 

新 旧 

（職員） （職員） 

第 10 条 （略） 第 10 条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府県

知事又は地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都

市の長が行う研修を修了したものでな

ければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府県

知事又は地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都

市の長が行う研修を修了したものでな

ければならない。 

(１) 保育士（滋賀県の区域に係る法第

18条の 29に規定する地域限定保育士

を含む。）の資格を有する者 

(１) 保育士の資格を有する者 

(２)～(10) （略） (２)～(10) （略） 

４・５ （略） 

 

４・５ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職

員は、利用者に対し、法第 33 条の 10

第１項各号に掲げる行為その他当該利

用者の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職

員は、利用者に対し、法第 33 条の 10

各号に掲げる行為その他当該利用者の

心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

 


